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公務員受験対策講座運営業務 
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１ 目的 

公立大学法人下関市立大学が公務員受験対策講座運営業務を委託するにあたり、本法

人が示す仕様を効果的に実現し、かつ相対的に優れていると判断される業者を選定する

ために、公募型プロポーザル方式において選考を実施する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称 

   公務員受験対策講座運営業務 

（２）業務内容 

   別紙１ 業務仕様書のとおり 

なお、業務を遂行するにあたり、別紙２「特記仕様書（環境編簡易）」、別紙３「個人情報

取扱特記事項」、別紙４「反社会的勢力に対する措置に係る特記事項」を遵守すること。 

（３）契約期間 

   契約締結日～２０２７年３月３１日 

（４）提案価格上限額 

   １５，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※上限額を超える提案があった場合は、失格とする。 

※契約締結日から２０２４年３月３１日までは準備期間とし、契約金額の請求ま

たは支払時期は２０２４年４月１日以降とする。 

※また、１年間に支払う上限額は提案価格の３分の１とする。 

（５）担当部署 

   〒７５１－８５１０ 山口県下関市大学町二丁目１番１号 

   公立大学法人下関市立大学 キャリアセンター 

   Tel:083-252-0288（代表）  Fax:083-254-3653 

E-Mail:shusyoku@shimonoseki-cu.ac.jp 

※対応時間：土日、祝日を除く日の9時から17時まで。 

 

３ 応募資格要件  

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

（２）本プロポーザルの実施公表日から契約締結日までの間に、下関市競争入札参加有資

格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

（３）参加申請の時点において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿に登録して

いる事業者で、「その他役務」に登録があること（登録がない者については、別途審査

を要する）。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをした者に 

あっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）



 

に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない

者でないこと。 

（５）国税、地方税その他公租公課の滞納をしている者でないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第

6号に規定する暴力団員又は同条第 2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係

を有する者でないこと。 

（７）直近 2年度以内に、他大学の同種又は類似の業務の受託実績を複数有していること。

また、受託実績には複数年度にわたる契約が一つは含まれていること。 

 

４ プロポーザルスケジュール（予定） 

内 容 提出書類  日 時  

プロポーザル実施公表期間   
2024年 1月 22日（月）～ 

2024年 2月 9日（金）17時まで  

参加表明書等の提出  
様式１～３、 

資格申請書類（※１） 
2024年 2月 9日（金）17時まで 

応募資格要件の確認（通知）  2024年 2月 16日（金） 

質問票の提出 様式４ 2024年 2月 19日（月）17時まで 

質問票に対する回答  2024年 2月 21日（水） 

企画提案書の提出 企画提案書、価格提案書 2024年 2月 26日（月）17時まで 

プレゼンテーションの実施   
2024年 3月 5日（火）及び 

2024年 3月 6日（水） 

審査結果の通知  2024年 3月 18日（月）までに発送 

 （※１）「３ 応募資格要件」の（３）を満たさない（登録がない）者のみ提出。 

 

５ 応募手続等  

（１）実施要領等の配付期間及び配付場所  

ア 配付期間 ２０２４年１月２２日（月）から２０２４年２月９日（金）１７時まで  

イ 配付場所 ２（５）の担当部署で配付するほか、以下 URL の下関市立大学ウェ

ブページ（https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/hojin/nyusatsu.html）

からダウンロードできる。 

（２）応募の受付（参加表明書等の提出） 

本プロポーザルに応募する者は、下記の期間に「参加表明書（様式１）」、「事業者概

要書（様式２）」、「業務実績書（様式３）」及び各様式に定める添付書類を提出するも

のとする。 

また、「３ 応募資格要件」の（３）を満たさない（登録がない）者については、「申

請に必要な書類」を確認の上、資格申請に必要な書類を提出するものとする。（過去に

本法人に対して資格申請を行っている場合は提出不要。） 



 

なお、参加表明書等提出後に、「３ 応募資格要件」を満たさなくなった場合は、速や

かに「辞退届（様式任意）」を提出すること。  

ア 提出期間 ２０２４年２月９日（金）１７時まで（必着）  

イ 提出場所 ２（５）に同じ。 

ウ 提出方法 担当部署へ直接持参（土日、祝日を除く日の９時から１７時まで）

又は郵送（書留に限る。提出期限までに必着のこと。）により提出す

ること。締切時刻以降の受付は行わない。 

（３）応募資格要件の確認 

（２）の応募受付期間内に参加表明書の提出のあった者に対しては、「３ 応募資格要

件」を全て満たしているか否かを確認した後、２０２４年２月１６日（金）までに「参

加表明書」に記載された連絡先に電子メールにより結果を通知する。 

（４）質問事項の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、「質問票（様式４）」の提出により行うこと。 

ア 提出期間 ２０２４年２月１９日（月）１７時まで（必着）  

イ 提出場所 ２（５）に同じ。 

ウ 提出方法 担当部署へ電子メールにより、様式４を提出すること。なお、送信後

は到着確認の連絡を必ず行うこと。締切時刻以降の受付は行わない。  

エ 回答方法 ２０２４年２月２１日（水）までに、応募資格要件を満たした参加者全

員に電子メールにより回答する。回答を受信した際は、受信した旨を記

し、送信元メールアドレスへ返信すること。なお、質問内容によって、

本公募による選定に公平性を保てない場合は、回答しないことがある。 

（５）企画提案書の受付  

ア 提出期間 ２０２４年２月２６日（月）１７時まで（必着）  

イ 提出場所 ２（５）に同じ。  

ウ 提出方法 担当部署へ直接持参（土日、祝日を除く日の 9時から 17時まで）又

は郵送（書留に限る。提出期限までに必着のこと。）により提出する

こと。持参の場合は、持参日の前日までに連絡すること。締切時刻

以降の受付は行わない。  

エ 提出書類及び提出部数  

(a) 紙媒体で提出するもの（①②いずれも各６部。正本１部、副本５部。）  

①企画提案書（別紙含む）Ａ４判様式任意、Ａ３の折込は可 

実施内容を具体的に示すこと。また、業務実施にあたってのスケジュールも

明確にすること。 

②価格提案書（参考見積書）Ａ４判様式任意 

様式は任意とするが、正本には事業者名及び代表者職氏名の記載、並びに代表者印

を押印すること。積算は、年度ごとにかかる経費の内訳が分かるよう記載すること。 

(b) 電子媒体で提出するもの（１部） 



 

(a)に掲げる書類をＰＤＦ方式により記録したＣＤ-Ｒ等の適切な外部記憶媒

体に格納したもの。  

（６）応募書類の取扱い 

   ア 企画提案書等は返却しない。  

イ 本法人が認めた場合を除き、受付期間終了後における参加表明書、質問票及び

企画提案書の提出、再提出及び差替えは認めない。 

ウ 提出された参加表明書、質問票及び企画提案書等の応募書類は、本業務の受注

候補者の選定以外の目的には使用しない。 

エ 提出された参加表明書、質問票及び企画提案書等の応募書類は、選定を行う作

業等に必要な範囲において複製する。  

オ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

カ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護され

る第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者

が負う。 

 

６ 候補者の選定方法（プレゼンテーションの実施） 

企画提案書等の内容について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施し、書類全

般にわたり審査を行う。 

（１）審査 

   企画提案書等の審査は、プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）に

おいて実施する。 

（２）審査方法 

  ア 審査委員会が提案内容の審査を行い、評価基準に基づき評価を行う。  

イ 審査委員 1 人あたり 100 点満点とし、各審査委員の採点の合計点（以下「総合

点」という。）が最も高い提案者を候補者とする。 

   ウ 総合点において、同一の提案者が複数いた場合には、「講座外の対応体制」の項

目の評価点が高い提案者を候補者として選定する。 

   エ 上記にかかわらず、総合点が評価点全体の 60％（以下「最低水準点」という。）

未満の場合には選定せず、不備な点を指摘した後、再度企画提案書の提出を受

けて再審査を行う。再審査においても最低水準点を満たさないときは、原則、

再度公募を行うこととする。 

   オ 審査内容に係る質問や異議は一切受け付けないこととする。 

  



 

（３）評価基準 

   企画提案書及びプレゼンテーションを以下に従って評価する。 

評価内容 評価の視点 配点 

実施体制 

・適切な講師を派遣できる体制となっているか。 

・本法人との協議、打合せ等に迅速に対応できる組織体

制となっているか。 

・業務内容を実施できる知識や経験があるか。 

・大学事務局が受講生の学習状況を適切に管理できるか。 

20  

カリキュラム 

・学生にとって受講しやすいスケジュールであるか。 

・小論文の記述選考にも対応しているか。 

・面接対策講座は講師派遣型によるものであり、実践的

なものであるか。 

25  

講座外の 

対応体制 

・学生が欠席した際のフォロー体制、また予習復習に努

められるよう体制が整えられているか。 

・学生からの個別の質問や相談にすぐ対応できる仕組み

が設けられているか。 

25  

実績 
・国公立大学または学校法人等において類似の実績があ

るか。 
15  

その他 

特筆すべき点 
・上記の項目以外で、特筆すべき工夫などが見られるか。 10  

価格 

提案書 

・業務の実施に必要な経費が適切に見積もられており、 

業務内容及び効果等に対し適切な価格であるか。 
5  

※配点基準 

優れている：配点×1.0、やや優れている：配点×0.8、普通：配点×0.6、 

やや劣っている：配点×0.4、劣っている：配点×0.2 

（４）実施日時（予定） 

２０２４年３月５日（火）及び３月６日（水） 

なお、正式な実施日、実施時間は参加表明書に記載された連絡先に電子メールによ

り通知する。メールを受信した際は、受信した旨を記し、送信元メールアドレスへ返

信すること。 

（５）実施場所 

山口県下関市大学町二丁目１番１号 公立大学法人下関市立大学 

詳細な会場については実施日時と共に通知する。 

（６）実施方法 

ア １者（１グループ）あたりのプレゼンテーションは、30 分以内とする（うち、

質疑応答時間は１０分程度）。 

イ プレゼンテーション及び質疑応答は、参加表明書等が本法人に到着した順序で



 

実施する。  

ウ 出席者については、１者（１グループ）あたり５人を限度とする。 

エ プレゼンテーション用機材は参加者で用意すること。プロジェクターを使用す

る場合は、本法人会場内のものを使用可とする。 

（７）選定結果について 

選定結果は、候補者の選定後に本審査に参加した全ての提案者に文書により通知する。 

 

７ 契約に関する事項  

（１）受注候補者の決定等 

「６ 候補者の選定方法」により選定した候補者を受注候補者とし、業務内容につい

て詳細な協議を実施の上、再度見積書（詳細な内訳を添付すること。）の提出を求め、

受注者として契約を締結する。協議には、企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲内にお

ける内容の変更を含むこととする。 

協議が整った場合は、随意契約の手続に進み、協議が整わない場合は、審査委員会

の審査において次点となった次順位候補者を受注候補者として交渉する。 

（２）受注候補者の参加資格喪失時等の取扱い 

受注候補者を特定した後、当該受注候補者が「３ 応募資格要件」を満たさなくなっ

た場合若しくは満たさないことが判明した場合、又は辞退した場合は、審査委員会の

審査において次点となった次順位候補者を受注候補者として交渉する。 

（３）再委託の禁止 

業務の全部を一括して第三者に再委託することはできないこととする。 

（４）契約書 

契約書は２通作成し、本法人及び受注者の双方記名押印の上、各自１通を保有する。

なお、契約書の作成に要する経費は、全て受注者の負担とする。 

（５）契約保証金 

   受注者は、公立大学法人下関市立大学契約事務取扱規程第 38条第 1 項の規定により、

契約金額に 100分の 10以上を乗じた額を、契約保証金として本法人に納付すること。 

   ただし、同項ただし書の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免

除する。 

（６）個人情報の取扱い 

   業務の実施に際して個人情報を取得したときは、個人情報保護法その他法令の規定

に基づきこれを適切に取り扱うものとする。 

 

８ その他の留意事項  

（１）応募書類の作成において、本法人から知り得た情報は、第三者に漏らしてはならな

い。また、応募書類の作成以外に使用してはならない。なお、本実施要領による手続

が完了した後も同様とする。 



 

（２）応募手続並びに提案に係る費用は全て参加者の負担とする。やむを得ない理由によ

り本プロポーザルが中止された場合においても、それまでに要した費用を本法人に請

求することはできない。 

（３）企画提案書及び価格提案書（参考見積書）については、１者（１グループ）につき

１提案に限る。 

（４）複数の事業者により構成されるグループによる応募の場合、次の事項に留意すること。 

   ア 代表の事業者を定め、代表事業者による応募を行うこと。また、応募書類の提

出については、代表事業者が取りまとめの上行うこと。 

イ 一つのグループの構成員となった事業者は、他のグループの構成員となること

はできない。 

ウ 応募資格要件確認後は、グループの構成員の変更は、原則として認めない。た

だし、本法人がやむを得ないと認めた場合であって、かつ、本業務の応募参加

者として必要な資格要件を満たしていることが確認できた場合は、構成員の変

更を認めることがある。 

（５）次の事項のいずれかに該当する提案者は失格とする。 

ア 応募資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合  

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 本実施要領に示した提出期限、提出先、提出方法、書類作成上の留意事項等の

条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 本審査開始時間までに会場に来なかった場合  

カ 提案価格上限額を超えて提案された場合 

キ その他審査委員会が不適格と認めた場合  

（６）参加者又は提案者が１者の場合でも、本プロポーザルを実施する。 

（７）参加表明書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する時（選定後に辞退する時

も含む。）は辞退届（様式任意）を提出することにより、参加を辞退できるものとする。 

（８）提案者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申

し立てることはできないものとする。 

（９）手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

９ 施行期間 

本実施要領は、２０２４年１月２２日から施行し、本契約の締結をもってその効力を失う。 

 

以 上 

 


